
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 １２月５日（土）、午後１時３０分より流山市文化会館で『全体のつどい』が開催されました。８推進

団体・機関から推薦された地区の代表者が第１回実行委員会（９月５日）で集い、今年度の「青少年ふれ

あい運動」事業計画を確認し合うことから活動が始まりました。地区ごとに開催日及び会場を自ら設定

して第２回実行委員会を開き、つどいで担う係の準備などをして運営に携わりました。子供たちを健全

に育てるために、多くの参加者が集い、保護者・学校・地域の連携をいかに推進していくか、社会の影響

を受けやすい青少年の生活環境を、大人としてどう整備していくとよいのか等、地区内での話し合いを

深めながら作り上げてきました。その結果、平成１９年度以来８年ぶりの統一開催にもかかわらず、会場

を埋め尽くす程の参加者と共に「青少年健全育成及び非行防止」について考えることが出来ました。 

 当日は「青少年ふれあい運動」の趣旨の発表と、８地区を代表して南流山地区と南部地区が実行活動報

告を行い、後半は、落語家の三遊亭究斗さんによる講演会を催しました。  

 

＜青少年ふれあい運動について＞          ＜南部地区〉 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

        ＜南流山地区＞              ＜講 演＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 2７年 

１２月号：1４３号 流山市青少年指導センターだより 
流山市教育委員会生涯学習部生涯学習課 

青少年指導センター 

〒270-0153  流山市中 110 番地 

流山市生涯学習センター内 

TEL 04-7159-5400  FAX 04-7159-9887 

平成２７年度流山市青少年社会環境浄化事業「青少年ふれあい運動」 

会場を埋め尽くした『全体のつどい』 

 

万引きは「初発型非行」

初発型非行とは？

万引き・自転車盗などの犯罪

① 手段が容易

② 動機が単純

罪の意識がないまま、犯罪をくりかえす

 ・市内店舗の９割以上が、法規制に基づく表示や区分け

ができている。今後も協力を呼びかけていきたい。 

・重大犯罪に移行する可能性がある「万引き」について

の調査は、非常に重要で継続していく必要がある。 

・流山市が日々発展していく中で、子供たちを継続して

見守る地域の温かい目を大切にしていきたい。 

・南部地区は歴史を感じる街並みが残る一方で、若い世

代が増え、新しい街へと変化している。 

・高齢者を中心とした大人の万引きが多い。青少年の利

用マナーでは、目に余る行動も見られている。 

・「大人が手本を示す」「地域の見守り」「店舗とのコミュ

ニケーション」万引きを未然に防ぐ環境つくりを！ 

「いじめ撲滅！人権ミュージカル落語！」 
～いじめにあった時、悩んでいる時、 

考え方ひとつで道は変わる！～ 

「流山市いじめ防止対策推進条例」の普及・推進の

ため、人権フェスティバル・家庭教育講座と連携。 

「地域の子 

声かけ合って 見守って」 

 

万引き以外の気になる点（平成２７年度）

深夜（２３時過ぎ）
の店舗利用

利用マナー

ある
13%

ない
87%

良い
17%

普通
62%

悪い
21%

 

 

・南流山地区は大規模な土地区画整理事業が続けられて

おり、新しい住民が急増している。 

・大人による万引きがほとんどだが、ここ数年、青少年

のマナーの悪さが指摘されており、改善できていない。 

・地区内の小中学校・ＰＴＡと地域が連携して、地域の

大人が子供たちの成長を見守る活動に取り組んでい

る。 


